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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、胸膜炎に対して抗酸菌分離培養検査の算定は「結核の疑い」

又は「結核性胸膜炎疑い」の病名がある場合に 1 回のみ認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 胸膜炎の原因として悪性腫瘍や感染症が考えられるが、結核性胸膜炎の

有無を確認するために抗酸菌分離培養検査を 1 回のみ行うことは妥当で

あると整理した。 

 


